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第 6回 働き方改革推進熊本地方協議会 概要 

令和３年２月２４日開催 

 

 

（労働局長開会挨拶） 

皆様ご存じの通り、この協議会は、県内の人材の定着や還流を図り、若者や女

性の県外流出に歯止めをかけ、ワーク・ライフ・バランスの推進、長時間労働等

の是正、女性活躍推進法における熊本県独自の働き方改革を関係機関が連携し

て積極的に推進するために設立され、共同声明を出すなどこれまで連携的に取

り組んできました。 

しかしながら、令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

ということで、私たちの活動も抑制されている状況です。やっと、熊本県も収束

の方向にあり、独自の緊急事態宣言も先週１８日に解除され、さらには医療関係

者に対するワクチン接種というように少しずつ動いてきておりますが、まだま

だ予断の許さない状況であります。 

働き方改革の関連では、新型コロナウイルス感染拡大に伴って、テレワークに

対する関心が社会的に高まっており、事業場においてもテレワークの導入に対

し少し動きが出てきているところです。新型コロナウイルス感染症の感染防止

を主に資するとともに、移動時間が無くなるということで、生産性の向上にもつ

ながる新しい働き方と思っておりますので、本日のこの会議におきましては、令

和２年度における構成委員の皆様方の取り組みについて交流するとともに、少

しだけテレワークに軸足を置いた議論を行いたいと思います。 

労働局におきましても、テレワークの整備を行っていますが、１月１８日に労

働局と包括連携協定を締結している金融機関との意見交換を行ったところ、テ

レワーク導入等に関し、中小企業等が取り組んでいくためには、好事例の共有や

経済的なメリットが分かるように伝えていくといった、いわゆる伴走型支援が

重要であるというご意見をいただいたところです。 

本日の会議におきましては、令和３年度にどのような連携を行い、伴走型の支

援ができるかというところも含め、意見交換をさせていただきたいと思ってい

ます。 

皆様方に寄せられている相談や支援の状況など、忌憚（きたん）のないご意見

を伺い、令和３年度、テレワークの動きがこの協議会を実施することで加速でき

ればと思っています。 
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（議事） 

（１）「令和２年度における中小企業、小規模事業場業者に対する取り組み及び

令和３年度の取り組み予定について」 

（熊本県経営者協会） 

 この１年間、なかなか活動ができなかった。１年ほど前に、熊本で感染者が出

た時、よく分からなく、どう動いいていいのか分からない状況だった。外出規制

等がなされた時、九州の中の経営者協会の中でも、いち早くテレワークのために、

Ｚｏｏｍをパソコンに入れて、セミナー等を１回か２回は行いました。    

その後は、５月頃からはＺｏｏｍでの会議という形に整ってまいりました。 

当協会では、熊本県と一緒に女性のリーダー養成セミナーを３種類（初級、中

級、上級）行っていますが、都合１１回ぐらいのものも全部テレワーク実施しま

した。その研修の卒業生がＫＵＭＡＤＯＮＮＡという女性のグループを作って

おりますが、その会の運営もテレワークで全部済ませました。それから、週単位

で行っているセミナー等も全部Ｚｏｏｍで行っています。ただ、キャリア支援関

係、地域活性化、社会貢献とかいった部会につきましては、懇談会の開催もある

ものについては、実施できませんでした。 

そのキャリア支援の部分に関しては、学校のカリキュラムが後ろにずれてい

った関係で、高校からのオファーはほとんどありませんでした。 

ただし、県外流出を食い止めようということで一生懸命やっていますが、なか

なか進まなかったものが、この新型コロナウイルス感染症により、逆に県内志向

が高まったというお話も今聞いています。 

私どもは経団連の地方組織ですので、熊本では比較的大きい企業が多いが、熊

本で大きいといっても中小企業の範ちゅうになります。 

そのため、４月から始まります同一労働同一賃金等に関しましては、理事会や

評議員会でもあらためて、皆さんに同一労働同一賃金等関しまして説明をいた

しました。 

通常は、この理事会等、メルマガ等、それからいろんな配布物などを皆様方に

お配りしながらやっているところでございまして、令和３年度におきましても、

基本的にはこの状況がまだ収らない限りは同じような形でやっていくのかなと

思っております。 

   

 

（熊本県商工会議所連合会） 

冊子の配布による広報の実施、ウエブセミナーの開催及び公的機関が実施す

るセミナーやアドバイザーを派遣する導入支援の周知が中心です。 

「女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備」の主な取組としては、介
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護を理由とする離職を防ぎ、介護をしながらでも働き続けることができる職場

環境の整備等の提案を目的として設立した「女性ヒューマンリソース研究会」に

おいて、「介護と仕事の両立支援に関する提言書」を取りまとめ、年度内に県、

市に対し、提言書を提出する予定である。 

テレワークについて説明をするにあたって、当商工会議所では働き方改革で

いろいろな分野で前向きに取り組んでおり、その中で新型コロナウイルス感染

症の拡大によって、相談窓口自体をオンライン化した。４月３０日には、Ｚｏｏ

ｍにより会員さんからの相談を受けられる態勢をとったが、会員さん方の環境

が整わず、来所での相談が多かった。Ｚｏｏｍによる相談件数は、１０カ月の間

で３件でした。 

この件もあって、ＩＣＴツール活用経営戦略セミナーを１２月に開催した。出

席者７６名で、講師はＮＴＴの支店長にお願いし開催した。その時、支店長が在

宅勤務であったので、図らずも自宅からのリモート出演となった。このような遠

隔地からのリモート講演いわゆる非接触での出演であって、会員の皆様にＩＣ

Ｔの使い方・活用の働きかけの良い例となった。 

 商工会議所内部で新型コロナウイルス感染症の感染者が出たら全ての相談業

務ができなくなる可能性があるため、２チームに分けてテレワークを試みたの

だが、実際の来所者が多かったので、在宅勤務者と出勤者と分けることが実際に

は難しかった。そのうち、新型コロナウイルス感染症の感染状況が落ち着きまし

た。結果、思ったように２分の１出勤ということはできなかった。 

しかし、テレワークの実施のために、設備投資・環境整備をした。また、ＩＴ

補助金について、申請したが受けられなかった。ＩＴ補助金は、企業の皆さんへ

私どもが一緒になって支援を行い、補助を受ける申請なのですが、その支援元の

うちが落ちていくという、そういう状況であります。 

なかなか道のりは遠いものの、切羽詰まった状況でこそ、こういった改善が進

むのかなというのを本当に実感しています。世の中、働き方改革をしましょうと

いうことではなく、もうせざるを得ないという状況の中で、本当ＩＣＴというも

のが、最も働き方改革に取り組んでいる状況です。 

 

（熊本県商工会連合会） 

商工会連合会の会員は、小さな小規模事業者の集まりですし、場合によっては

家族経営であり、従業員がとてもごく少数です。 

基本的には周知啓発活動は、あらゆる機会、あらゆる手段を使っています。 

それから社会保険労務士、中小企業診断士にもお世話になり、個別に働き方改

革の取組を実施したいという申し込みがあれば、専門家を直接事業所に派遣し

て、１回３時間ほどですが、そこでいろんな相談を伺うという事業をやっており
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ます。国の事業を使い中小企業診断士や社会保険労務士に当方の会議室で相談

を伺い働き方改革に対してもいろんな支援を行っています。 

テレワークについては、小さな事業所でそういう環境にないというところが

多い。また、持続化給付金も電子申請やネット申請だったのですが、その環境を

お持ちでないとか或いはあっても使えないという事業者がかなり多い。 

そのため、依然として当会の経営指導員が直接指導したり、機器の取扱い方を

含めて支援したりしており、まだまだ時間がかかるようです。 

それとやはり何といっても、今年度について、小規模事業者は、働き方改革ど

ころか事業が存続できるかどうかという厳しい状況でしたので、おそらく小規

模事業者の方々はそこまでちょっと余裕がなかったと思います。 

うちの取組みとして、これは全国商工会連合会から全国の商工会に働き方改

革に関するアンケートの調査があり、去年の秋に１００社ほど抽出して調査を

しました。その中で、自由な意見を聞いたところでは、「たくさんの制度があっ

て、その制度の意味がまだまだ分かりづらい、理解できていない」ということと、

「小規模事業者の規模に見合った働き方改革というのがあっていいんじゃない

のか」というご意見もある。あるいは、働き方改革を進めるにあたって、「そも

そも人的資源、経費、財政面も非常に厳しいので、改革というのがなかなか進め

られない」「もっと支援措置を拡充してほしい」という要望も上がっています。 

 

（熊本県中小企業団体中央会） 

熊本県中小企業団体中央会は、約４００組合の会員組合の傘下に、延べ２万５，

０００社の中小企業者がおります。 

その中で、労働生産性向上で生産性向上を図った事例がある企業に周知を含

め、ものづくり補助金（国の事業）の事務局になっています。毎年、成果事例集

（生産性向上に資する設備投資を行った企業）を毎年発行しております。 

それから、先ほどから出ておりますように、テレワークですが、いわゆる働き

方改革を推進する上で重要なツールがやはりＩＴ活用です。これは前からいわ

れておりましたが、このコロナ禍におきまして、感覚で、２～３年分ぐらいのＩ

Ｔ活用の事業を令和２年の 1年に集中して行ったと思っています。 

それから、ウエブ会議とかテレワークについての積極的な投資も行うととも

に事業自体も行いました。 

また、県からの受託事業で中小企業者業態変換等支援事業補助金の助成金制

度の事務局を行いました。この制度は、例えば、店頭で販売しているものをデリ

バリーで行う等の業態変換を行う場合に業態変換補助金を出しております。 

それから外国人材受入事業ですが、熊本県からの受託事業で外国人受入支援

センターの運営を行っています。平成２９年１１月から受入支援センターとし
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て、外国人技能実習生の受入団体の支援を行っています。もう、受入団体は３０

以上の団体もできており、その支援もやっております。 

全体的に見ると、コロナ禍においてテレワーク進捗、例えば受け入れできる下

地がある組合はなかなか多くはないんですけれども、着実にテレワークの実施

というのは進んでいるという感想を持っています。 

 

（熊本県） 

 働き方改革全般のところですが、県では働く人がいきいきと輝いて、安心して

働き続けられる企業を「ブライト企業」として認定しています。この制度は、企

業の優れた取り組みを広く周知することにより、県全体の労働環境や処遇の向

上を図るとともに、若者の県内就職を促進するものです。今年度は、新たに２７

社を認定しています。 

また、職場環境整備に取り組む企業の支援として、勤労者セミナー派遣制度を

設けています。これは、県内中小企業や団体が実施する職場内研修（例えばハラ

スメントやメンタルヘルス、働き方改革）などに社会保険労務士の方などを講師

として派遣するものです。 

熊本市水道町の「しごと相談・支援センター」、「くまジョブ」で、賃金、労働

時間等に関する相談への対応や再就職支援を行っています。 

また、「柔軟な働き方がしやすい職場環境」に関し、テレワークの事業につき

ましてご説明します。県は、昨年６月に熊本県情報サービス産業協会で、特定非

営利法人のＮＥＸＴ熊本との間で、テレワークの推進に関する連携協定を締結

し、ＩＣＴ相談窓口を設け、テレワーク導入を検討している企業にアドバイザー

を派遣して社内制度の整備などを支援しています。 

また、１月２７日に、県内企業にテレワークの具体的な導入方法などを紹介す

る熊本県テレワークセミナーをオンラインで開催しました。令和３年度は企業

向けのテレワークセミナーを引き続き開催するほか、先進導入事例集の作成な

ども行う予定です。 

また、新規事業としまして、テレワークの拠点等になる各地のコワーキング施

設（例えば、熊日新聞社様のびぷれすイノベーションスタジオ）で先進的なテレ

ワークのいろんな研修とかをやっておられますので、コワーキング施設のネッ

トワーク化などに向けて、民間主導により施設間の情報共有や交流などを進め

ていくための調査事業も実施することとしています。 

そのほかとしまして、「子育て・介護等と仕事の両立」として、九州各県と連

携して、共通広報コンテンツを活用し本県の取組や模範的な事例の紹介などを

行っています。 

さらに、「雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援」として、
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ＵＩＪターン就職の推進のために、熊本、東京、大阪、福岡にＵＩＪターン就職

支援センターを設置しています。 

 

（日本労働組合総連合会熊本県連合会）  

 非常に経営の継続維持、そして雇用の維持等でご苦労もあったと思いますが、

本年４月１日の中小企業への同一労働同一賃金の施行をもって、ほぼ働き方改

革関連法は施行されます。ただ、一部分で猶予措置もありますが、そういった中

で、あらためて私たちの立場で周知と啓発活動について取り組んでいきたいと

思っています。 

テレワークについては、やはりコロナ禍があって緊急避難的に導入されたと

ころとか暫定な面は、多くあります。この春季交渉時に改めて、労働組合のある

組織については協議を行い、しっかりと労使協定を締結していかれるものと思

います。 

いずれにしても、しっかりと労使で話し合って、このテレワークも今後恒常的

に導入されるでしょうし、厚生労働省や労働局の方でも、いろいろと手引き等が

出てくると思いますが、併せて支援をやっていただくことが、民間等も含めて非

常に支援強化になりスムーズな拡大につながっていのではないかと思っていま

す。今次春闘においてそうしたところも協議しながら進めていきたいと思って

います。 

併せて、今後も中小企業等の支援拡大については、公正な取引等の拡大も、適

正な取引等も必要か思います。中央での取組ですが、先週、連合本部が公正取引

委員会に対して、下請法の周知、理解の徹底、法令違反等の取り締まり強化等の

要請を行いました。地方においても、今、内閣府等でパートナーシップの構築宣

言等が広がっていけば、地方における課題等についてもいろいろ解決に進むの

ではと思っています。そういったところを構成組織とともに、地方連合としても

取り組みを行っていきたいと思っています。 

 

（株式会社 熊本銀行） 

1 点目は、当行の広報ツールを使用した労働局の支援制度の周知でございま

す。企業の皆様も、働き方改革が大きな課題であり、強い関心が寄せられていま

す。当行ではコロナ禍において、お客様への情報提供のツールといたしまして、

ＦＦＧの調査月報、現状ではコロナが中心の労働局の支援制度等をお客様に配

布しご案内します。また、全行員が閲覧できるパソコン上に、チラシ、パンフレ

ット等を添付し、各自で印刷して、内容の確認、取引先への配布をできるように

しています。 

２点目は、当行行員を対象とした説明会、研修会の開催です。お客様に周知し
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ていくためには、行員自身が労働局の支援制度について理解をする必要があり

ますので、チラシ等だけでなく、詳細を確認することと併せ、提携業者からの行

員の説明会、研修会も一部実施しております。今のところ、熊本市内店舗は終了

しています。今後は、全営業店に周知、理解できるように引き続き活用していき

たい。 

 また、既に実施している主な取り組みですが、働き方改革関連助成金を含め行

政が、展開する各種優遇制度、補助金、税制優遇、助成金について、本部が所管

となり情報収集を行い、営業店に還元して、お客様への能動的な面を強化するた

めの提案ツールとして活用しています。 

また、取引先へ働き方改革を進める上での補助金、助成金申請の支援について、

早めに情報提供を行うことで、提供業者をマッチング先として案内しています。

付加価値、効率化等にも影響しており、取引先からの問い合わせも増加していま

す。 

次に、令和２年度における新型コロナウイルス感染下における支援、新生活様

式での令和２年度の推進の取組及び令和３年度の取組予定ですが、先に説明し

ました「当行の広報ツールを使用した労働局の支援制度の周知」「働き方改革関

連助成金を含めた行政優遇制度の本部の情報集約と営業店への還元」を働き方

改革への取組と並行して周知していく考えです。 

 内部的には、銀行の担当者の営業店、支店が、中心的ですが、私どもＦＦＧ（ふ

くおかファイナンシャルグループ）では、福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、

営業店についてはテレワークの仕組みは作っていますが、課題も残っておりま

す。ただ、本部については、本部フロント部分は実施しづらい部分はありますが、

総合企画部門、事務ＩＴ、人事部については、既に積極的に対応います。 

 全体を通じまして、形成段階ではありますが、労働局の皆様と連携しながら実

現に向けて活動していきたい。 

 

（熊本県社会保険労務士会）  

私ども熊本県社会保険労務士会は、構成委員である会員が、労働関係法や労務

管理の専門家であり、常に労働の現場に接している者として、自分が携わる各企

業さんに働き方改革の導入の助言や支援、指導を行う立場にあります。そのため、

会員一人一人に色々な情報提供、研修の実施等に取組んでいるところです。 

具体的なものは、皆様のお手元にあります資料に記載しています。 

会員一人一人といいましても、会員間にも意識や知識等の違いがありますの

で、本来は多くの研修を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影

響もあり、年度の当初はあまり研修会等開催することができませんでしたが、後

半は、オンラインでの研修会やオンライン研修では伝わらない場合は新生活様



8 

 

式に従って集合方式の研修会等を行い、会員の働き方改革に関する意識だけで

はなく知識のレベルの向上を図っています。 

 それから、社労士会といたしまして、各方面から委託事業等を承っております。

まず、労働局から働き方改革推進支援センターの事業を受託しており、センター

を社労士会の事務局に置いております。本日はセンター長も同席していますが、

全国で８例しかないグッドプラクティスの１つに熊本の事業が選ばれて、非常

にいい成果を上げております。 

ただし、目標の数値につては、コロナの影響もありまだまだ達成できていない

状況です。 

 もう一つ、熊本県からテレワーク推進事業のアドバイザー派遣等の事業を受

託させていただきました。私どもはＩＣＴ等、そういう技術面のプロではありま

せんので、導入すべきツールであるとか設置、そういったものに関しては、熊本

県でご紹介のあった別の団体さんの力を借りながら、私ども社労士はテレワー

ク等に関してどのような労務管理が必要なのか、あるいは就業規則等にどのよ

うな規定をすべきなのか等ご相談に応じ事業所に情報提供あるいは具体的な普

及促進へ落とし込む方法等のアドバイスを行っています。 

これらは、熊本社労士会は、たまたま熊本県の受託したのですが、全国社会保

険労務士会連合会もテレワークの推進を掲げています。テレワークの推進だけ

ではなく、働き方改革は社労士の“一丁目一番地”だということで、全国的にも

積極的に関わっていきます。今後もテレワーク等について、円滑に支援できるよ

うに会員に対しても、会全体としても取り組みます。研修会も一部オンライン等

で行うようになったと説明しましたが、会議もオンラインの実践を行っていま

す。 

まず、社労士自身が、リモートでの会議、研修を何回も経験することで、専門

的な知識等に加えて事業者さんに助言することができるようになると思ってい

ます。会全体としても引き続き、リモートでの研修や会議を重ねていき、自らが

体験者として、事業者に「こういうところっていいよね。逆にこういったところ

は課題ですよね」ということを話せるようになっていきたいと考えています。 

 令和３年度も引き続き、働き方改革と同一労働同一賃金の中小企業への施行

も始まりますので、それも含めてしっかりと取り組んでまいりたい。 

 

（事務局） 

  欠席の熊本経済産業局、熊本市の資料の紹介をします。 

九州経済産業局様の方からは、ダイバーシティ経営の普及促進、生産性向上の

業務効率化のための補助事業の実施、下請取引適正化の要請をおこなっておあ

れます。 
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柔軟な対応については、ＩＴ業務補助金の特別枠として、ソフトウエアの導入

費用と合わせてＰＣ、タブレット等のレンタル費用の補助の対象も行っている

とのことです。さらに、就職氷河期の活躍の支援、中小企業の人材確保等の支援

も行っています、とのことです。 

次に、熊本市様からは、生産性向上を導入する事業場の先端設備、特別の導入

の認定、設備の減免、柔軟な働き方について、雇用維持と就職面接をオンライン

で実施しています。テレワークにつきまして、在宅勤務、在宅ワーク等について、

先進事例を交えたセミナーを開催しているとのことです。 

 それから、テレワークの促進を図るために、熊本市内の各施設についてテレワ

ークプランの利用料金を本年の３月３１日まで一部市が支援しているというこ

とです。 

 さらに、働き方相談所の開設、女性活躍に向けた事例発表会、男女共同参画型

の冊子を支援、女性の活躍応援、子育ての支援について実施しているとのことで

す。 

 

（熊本労働局） 

働き方改革全般についての周知啓発、局独自の資料の作成、説明会の開催、相

談対応、個別企業訪問、各種助成金の支給等を行っています。 

テレワークについては、今年度新たに取り組みました。新型コロナウイルス

感染症対応として、テレワークについて取り組みましたが、主な取組内容は、当

局のホームページにテレワーク特集ページとして掲載しました。 

また、労務管理等について掲載されている「よりよいテレワークガイドライ

ン」、「よりよいテレワーク推進」といったガイドラインの周知広報、テレワーク

取組企業に対する好事例の収集、好事例のホームページへのアップがあります。 

ほかには、テレワーク研修会では、中小企業・小規模事業者の支えとなる働き

方改革推進支援センター、経済団体、県社労士会への研修、テレワークに関する

ワークショップを開催し、、個別企業に対する取り組み支援を行いました。 

 ほかには、経済的支援として、働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）

は、今年度はテレワーク相談センターが担っていましたが、来年度は、人材確保

等支援助成金テレワークコースが創設されます。この人材確保等支援助成金テ

レワークコースにつきましては、熊本労働局が担当いたします。 

 主に非正規雇用労働者に対する支援といたしまして、フリーター等不安定就

労者に対する支援、就職氷河期世代活躍支援等も行っています。 

また、令和３年３月１日から障害者の法定雇用率の引き上げについても、周知

啓発等を行っています。 
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（議事２） 

「意見交換、中小企業、小規模事業場の支援に関する連携の仕方について」 

 

（議事進行：熊本労働局長） 

ご報告ありがとうございました。新型コロナウイルスの最中でのテレワーク

が、明確な選択肢として各事業場で行われていたというところかと感じます。 

まず、熊本県のテレワークの現状についてですが、テレワークの実施率という

資料がございます。全国と熊本を比較して、３月、４月、５月で、３月は６．８％

だったのが、１１月には１４．２％と少ないながらも増えている。全国の順位で

いうと、４月は４７分の４２位だったのが、１１月には１８位と、順位が上がっ

ているということは少しずつテレワークの導入したところも、わずかずつ増え

ているという感じです。ところが、東京を見てみると、もう４割になっています。

首都圏は通勤に関する移動時間が長いので移動を避けるために、結果としてテ

レワークとか、最寄り駅の近くでサテライトオフィスでテレワークを実施する

とかさまざまな選択肢があると思います。 

ところが、熊本の場合は、車で通勤するから密にならないと言う人もいますが、

働き方改革に伴う働き方の１つの選択肢としてテレワークを行うことで、移動

時間がなくなったり、育児や介護ができたり、家庭で仕事ができたりと、さまざ

まな両立が可能になる面があります。そのため、生産性向上の１つのツールとし

てテレワークがあると思っています。この協議会で何ができるかの検討も必要

ですが、まずは各構成委員がどんな活動しているかということを皆さんが知っ

て、「この分野だったら、ここに聞くといいよ」というようなことになればいい

と思っています。 

 今日は、オブザーバーも入っていますので、その中で少しずつ説明をしていき

たいと思います。まずは、先ほど社労士会からありました働き方改革推進支援セ

ンターについて、私の方から３点ほど事業を説明したします。 

資料ナンバー５をご覧いただきたいと思います。 

 働き方改革推進支援センターでは、企業に直接アプローチをするという、いわ

ゆるプッシュ型の支援を行っています。テレワークに関する相談が寄せられた

場合には、その内容が労務管理に関することであれば、ガイドラインに沿った説

明をします。相談内容がテレワークの導入方法やテレワーク実施時の課題解決

や効果的な運用に関することなどのように、より専門的な支援を求められた場

合には、テレワーク相談センターへ取りつぎます。また、個別企業支援を行う中

で、テレワークに係る実践的な支援を求められた場合には、相談センターの相談

員と同行して支援を行っています。 

 令和２年度は、社労士会が受託しましたので、このセンターと社労士会の事務
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所と同じ場所にあるため、社労士の方を同行して個別支援とかいう形も行って

いるところです。来年度は、さまざまな説明会などもオンラインを活用し、相談

員、専門家の方が移動しなくてよいような支援も今後は行っていく必要がある

と思っています。引き続いて、このセンター事業はまだ継続しますので、活用に

ついてもよろしくお願いします。 

 今日は、さらにオブザーバーの九州総合通信局からも資料が出ておりますの

で、説明をお願いします。 

 

（九州総合通信局） 

総務省はテレワークを推進しており、総務省自身も、テレワークを行っていま

す。今回、緊急事態宣言が発令されたということで、緊急事態宣言の対象地域は

７割の通勤抑制、テレワーク自体は５割実施しましょうということで、九州総合

通信局においても５割以上の出勤抑制ということを行いました。 

 総務省のテレワーク支援ですが、総務省は、ノウハウ支援とサテライトオフィ

ス等の導入支援、それから先進事例の周知啓発を担当しています。導入などは、

厚生労働省、経済産業省が実施されています。 

 テレワーク普及展開推進事業では、先ほどお話しました普及展開とノウハウ

支援の方の事業です。 

具体的には、周知啓発で「テレワーク・デイズ」、あるいは１１月は「テレワ

ーク月間」ということで、優良事例の企業を表彰し広報を実施しています。 

 それから、ノウハウ支援につきましては、大きく２つございまして、１点目が

テレワークマネージャー事業というものです。こちらは、企業にテレワークマネ

ージャーという専門家を派遣する事業になっており、色々な相談をしていただ

けるという事業です。 

ＩＣＴの次の紹介あるいは企業からであれば、自社はどこから始めていいか

分からないということもありますので、そういったことも含めて、相談できると

いうものになっています。こちらは、令和３年度も継続して実施するということ

になっています。 

 それから、令和２年度から始まりましたテレワーク・サポートネットワーク事

業というものがございます。こちらは中小企業も含めて、企業の支援する窓口の

方々がセミナーとか相談会をする際に、支援を行うという事業になっています。

具体的には、講師の紹介や派遣の費用などの支援、それから会場設定、あるいは

オンラインで配信を実施される際の機材の準備とか、を支援させていただくと

いうことでして、先日も熊本県の方でご利用いただいて、セミナーの開催をして

いただきました。 

テレワーク・サポートネットワーク事業の活用で昨年６月から開始しました
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が、昨年７月に熊本労働局と共催でテレワーク研修会を開催しました。県内の働

き方改革を推進する方々向けに研修会を開催しました。先ほど、商工会議所から

もお話がございましたけれども、なかなか参加する方の環境が整わないという

こともあったのですが、会議を開催する数時間前から会議室で会議への参加方

法を個別に教えながら参加していただきました。 

 それから、デジタル活用環境構築推進事業（地域サテライトオフィス整備推進

事業）こちらはグループ支援の方です。どちらかというと、個別の企業様という

ことではないのですが、最近、サテライトオフィスが、働き方改革の中で注目さ

れております。そのため、サテライトオフィスを自治体が整備する場合に、導入

の支援を行おうという自治体向けの補助金です。先週、今週で、オンラインで説

明会を開催しており、それを経て３月から公募を開催するというスケジュール

になっています。 

 最後、テレワークのセキュリティの紹介が、総務省でテレワークセキュリティ

ガイドラインというものを策定しております。令和２年度、さらに中小企業の

方々にもテレワークが普及しているということもあり、中小企業様の担当者の

方々が参照しやすいような形で、チェックリストも作ってございます。 

 それから、専門相談対応ということで、こちらも先ほどのテレワークマネージ

ャー事業と同じような中身ですが、テレワークの専門家にテレワークの際のス

キームの相談ができるということもございます。 

 コロナ禍で、ＩＣＴの活用が少し増えてきて、注目されてきました。テレワー

クではなくても、支援を進めておりますので、何かございましたら九州総合通信

局にご相談、ご連絡をお願いいたします。 

 

(熊本労働局長)  

生産性向上人材育成支援センターから資料が出ていますので、説明をお願い

します。 

 

（ポリテクセンター熊本 生産性向上人材育成支援センター） 

 生産性向上人材育成支援センターでは、労働生産性を高める取組としまして、

３つの取組を行っています。具体的には、ポリテクセンターの指導員や施設設備

を使い在職者向けの能力開発セミナーをものづくり、在職者のため実施してい

ます。 

次に２つ目ですが、生産性向上人材育成の取組です。こちらは、ポリテクセン

ターが実施者になり、民間に委託して実施するものになります。具体的には、生

産管理、ＩＯＴ、クラウドの活用、組織マネジメント、マーケティング、データ

活用などで、あらゆる産業分野の生産性向上に効果的なカリキュラムとして実
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施しているセミナーです。 

あと一つは、ポリテクセンターの支援を利用した指導員の派遣や施設設備の

貸出を行っていますが、本日は、テレワーク或いはオンラインが主なテーマとい

うことで、生産性向上支援訓練をピックアップしてご紹介いたします。 

具体的には、生産管理やクラウド活用といった内容を民間に委託し実施して

いる在職者訓練です。主なカリキュラムの中に「テレワークを活用した業務効率

化」、「テレワーク活用」といったような、２コースのカリキュラムを用意してお

ります。 

本来、こういった内容全てのコースに対して、オンラインを令和２年度から入

れており、既に７コースの実施させていただいています。 

具体的には、まちまちになりますが、生産性向上人材育成支援センター、ＩＴ

活用力セミナーは、令和３年度から、ＩＴ活用力セミナーで生産性向上支援訓練

に一本化されます。そのＩＴ活用力セミナーの中で「テレワークの推進」をオー

プンコースということで実施しています。オープンコースについては、１社のオ

ーダーメイドではなくて複数の会社から幅広く受講者を募って実施するコース

をより多く実施しています。 

他にオンラインコースということで、従来は就労型一本だったのでが、令和２

年度につきましてはコロナ禍の環境の中で全６６コースを計画していましたが、

そのうち１３コースがオンラインになっており、ＺｏｏｍやＴｅａｍｓを使っ

てオンラインコースの設備も進めて実施させています。 

このような内容で、多種多様なコースのカリキュラムを幅広く用意していま

す。繰り返しになりますけども、テレワークのカリキュラムを広げ、オンライン

コースの推進を今後も考えていますので、ぜひ連携できることがありましたら、

ポリテクセンターまでお問い合わせいただければと思っています。 

 

（熊本労働局長） 

 ありがとうございました。各構成委員の方々から、さまざまな取組を行ってい

るということで、資料の８をご覧ください。今ご紹介のあった取組をマッピング

したらこうなります、情報提供や施設セミナーの開催はどんなところがやって

いますとか、相談会についてはどういうところが設置しています、個別支援に関

して専門家派遣はこんな機関がやっていますというところをまとめてみました。 

これを、ここにおいでになる皆さんと共有させていただくことによって、相談

内容に応じ、自分のところで実施できること、ほかの機関を紹介するということ

が、まずは出来上がるのではないかなと思いますので、試みに作ってみました。

その他に、こんなこともやっていますよとか過不足があれば、後ほど事務局に申

しつけていただきたい。 
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それから、今日は産業保健総合支援センターからも来てもらっていますが、最

近テレワークを実施することによって、効率化だけで、孤独になってメンタルに

不調をきたしたとか、新聞に出たりとかしていますが、この点に関する健康相談

について、今どんな現状なのか教えていただいてよろしいですか。 

 

（熊本産業保健総合支援センター） 

 さまざまな産業保健に関する相談を受けており、その中でテレワークに関す

る相談は、それほど多くはないのですが、中には、やはりテレワークを行うこと

でのデメリット、例えば先ほどの話のような孤立が進むとか、１人で行うことで

いろいろなストレスがあったり、例えば新入社員の方などであれば、新しい仕事

が分からないとか、コミュニケーションが取れないとか、そのようないろいろな

問題が出てきているかと思います。また、家庭での仕事を行うということで、運

動不足等の健康問題もいろいろ生じてくることもありますので、産業保健セン

ターで相談コーナーを設け、そのような相談支援等も行っています。 

そのため、場合によっては直接訪問しての支援を行うことも実施できます。も

し、そのようなご相談がございましたら、当センターをご紹介いただければと思

います。 

 

（熊本労働局長） 

 ありがとうございます。この資料の中の、個別企業への専門家派遣のところに、

熊本産業保健総合支援センター「労務管理（健康管理含む）」という形で位置づ

けても大丈夫ですね。 

 

（熊本産業保健総合支援センター） 

 はい。ぜひ入れていただければと思います。 

 

（熊本労働局長） 

はい。そこは修正をいたします。 

本日はさらに、よろず支援センターからもご出席いただいます。この表を見な

がら、センターさんの方で実施できることがあったらご紹介お願いします。 

 

（熊本県よろず支援拠点）  

情報提供というところまで、いかないのですが、現在、テレワーク関係では１

年ぐらい、私どもは対応していますが、私どもで把握していることを３点ほどお

話します。 

 私どもは、年間、来訪相談だけで、4，000～5，000社ほどあります。私ども
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は、益城町のテクノリサーチパークのくまもと産業支援財団に拠点を構えてい

ますが、専従だけでなく、熊本商工会議所さんには、私どものコーディネーター

を派遣させていただいて、指導員の皆様と一緒に相談の対応をしております。ほ

か、金融機関の皆様とか、多くの信用機関の皆様にもコーディネーターを派遣し

ていますが、昨年の４月の緊急事態宣言の発令によって、私どもは、中小企業庁

の名前が入っていますので、４月２０日過ぎから５月１０日ぐらいまで約３週

間は、対面の面談が全て停止になりました。訪問も基本的は対面ですから、禁止・

停止いたしました。 

 ですから、ほとんどの相談は、電話とメールでのやり取りでした。対面での相

談対応が基本ですので、全てＺｏｏｍによるリモートすなわち、Ｚｏｏｍによる

対話方式の相談対応をいたしました。内容的には、ご承知のようにコロナ関係の

緊急支援、そのようなご案内、それから各金融機関におつなぎする、あるいは非

常に厳しいところには経営改善等の支援に入っていく、そういう内容の対応を

いたしました。 

 実は、令和元年度においては、テレワークでの相談、いわゆるＺｏｏｍの相談

は、１年間で１件だけでした。１件ですが、対応を取りましたが、今年度は３週

間に全て対面の面談が停止になったものですから、その中で非常に相談は逆に

増えました。 

 実は、１１月までの把握している中では、テレワークというかいわゆるリモー

トのＺｏｏｍ相談対応したのが、約１，０００件です。１，０００件ほど、１１

月まででＺｏｏｍを中心に対応しました。私どもの相手は、ほとんどが小規模事

業者、４～５名程度の事業所の皆さんが大半ですから、携帯電話を各コーディネ

ーターが持ち、メールのやり取りから始めました。先ほどの皆さんの例にもお話

がありましたが、環境が全く整っていないあるいは利用したこともない状態で

す。何しろ給付金関係もかかってますので、携帯電話を持って手取り足取り、非

常に何回も何回も時間をかけて、場合によっては訪問してセッティングまでし

て、そしてＺｏｏｍ対応に取り組んでいくということでした。 

一度対応された方は、非常にＺｏｏｍを活用した相談に慣れてこられまして、

われわれも資料等、複雑ものがある場合には対面面談をやりますが、移動時間、

あるいは中には家族の介護を行っており非常に時間的に融通が利きにくいとい

うこともあります。そういう時に、リモートで相談対応していただくと、移動時

間や遠隔地それから介護対応等いろんな点でＺｏｏｍを活用した相談対応は好

評を得ました。 

 今年度が 1，300件ぐらいのＺｏｏｍによる相談を、予定しております。私ど

もでは、２２名ぐらいのコーディネーターがおりますが、そのうちの大体４～５

名ぐらいは定期的にテレワークで対応しています。 
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働き方改革においても、びぷれすイノベーションスタジオで同一労働同一賃

金のセミナー関係を含めて、積極的にセミナーを実施しています。そのうち、大

半はリモートでのセミナーを開催しますが、必要に応じて感染防止を含めた上

でリアルとリモートでのセミナー、相談会をセットにした対応を今やっている

ところです。 

それから、個別のＩＴを絡めたリモートあるいは働き方でのリモート、テレワ

ークに関しては、まだまだ専門家の実績というのが非常に少ないのですが、多分、

非常に厳しい状況の中、特に雇用状況がひっ迫しているところに関しては、先ほ

ど社労士会からあったかと思いますが、就業規則を含めて、私どもにも社労士も

おりますので、経営改善、それから売上拡大、そのあたりをセットにした上での

ＩＴを絡めた専門家派遣ということを、令和３年度実施していきたいと思って

います。 

 

（熊本労働局長） 

 ありがとうございます。そうすると、よろず支援拠点さんも、この絵の中の例

えば、個別支援のうちの個別企業への専門家派遣とか、この中の一翼を担ってい

ただくということは可能ですか。 

 

（熊本県よろず支援拠点） 

 そうですね。毎日、よろずにコーディネーターが勤務しているわけではありま

せんので、そちらの方に対応できるコーディネーターの出勤日数の中で対応で

きることは、積極的に、ほかのコーディネーターを交えて、ＩＴとか資金繰りと

かいろんなものを交えて、チーム支援等のところを専門家として活用いただけ

ればと思います。 

 

（熊本労働局長） 

 分かりました。３年度に向けて、こういう支援とか、あとどんな支援ができる

のかとか、連携の方法として、きちんとしたとしたものはないのですが、企業さ

んから相談があったときに、このメンバーから適任者をピックアップしてチー

ムを作り支援を行うという形式もあり得るのかなと思います。 

その場合、よろず支援拠点さんからも適任者を出してもらったり、また先ほど

の九州総合通信局も含め、設備施設的な面、ソフトウエアの支援と両方行ってい

く必要があると思いますので、そういう場合に、適任者を選りすぐりチームを編

成して支援していくという方法もあるのかなと思います。少しこの絵の中に、よ

ろず支援拠点さんを位置づけていきたいと思いますので、後ほど、どう描いてい

くのかはご相談させていただきますので、よろしくお願いします。 
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（熊本県よろず支援拠点） 

こちらこそ、よろしくお願いします。 

 

（熊本労働局長） 

令和３年度にそれぞれの構成委員の方々が実施される内容をちょっとこうい

うふうにイメージしていって、一番右側に表彰がありますけれども、表彰を目的

として導入することはないと思いますが、結果として取り組みが表彰にもなる

ということです。先ほども申し上げましたように、テレワークの実施率は東京な

んかと比べると３分の１ぐらいになっていますので、まだまだ開拓の余地があ

るのではないかと思っています。 

この資料の８をご覧になり、何かご意見やうちはもっとこんな取組も行って

いる、強化するからここに位置づけてほしいというのがありましたら、お願いし

たいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（熊本県商工会議所連合会） 

 先ほどご説明した、商工会議所のＺｏｏｍ相談が非常に少ないので、再度、帰

ってすぐ確認をしてみます。 

 それから、この資料の８番によると、テレワークの実施率の全国、熊本、福岡、

東京の推移が記載してありますが、福岡のような推移、例えば４月に高い実施率

が出て、だんだん下がっている。これは、コロナ対策で対応しテレワークをせざ

るを得なかったという状況だったと思っていたのですが、コロナが収束しても、

働き方改革の一つとしてテレワークが有効であるということが定着していった

ら、テレワークをみんなで目指すとしたならば、急速に、人の流れそのものが変

わっていくということですよね。 

 やっぱり、全国の数字では、24．7％。４分の１の人が、今まで行っていた所

に行かなくなるという世の中が出てくるということは、つまり経済の形が変わ

っていくことになる。まさに熊本でいうと、中心市街地でどういう経済的な波及

が起こるのか注視する必要がある。 

 東京と地方の関係でいえば、今は、ほとんど東京に出張して会議に出るという

ことがなく、全部リモートで済ませています。これは意外と良い方法であるとい

うことをみんな分かってきている。そういうことからすると、東京の経済環境も

また変わってくる。そのような中で、テレワークがよくて、働き方改革にもよく

てという進め方をする中で、経済をどのように回していくのかということを真

剣に考える必要があると思います。 

 例えばあるホームページで、ゆうのうあーるの中に、「県民の皆様、通販をし
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ましょう」と書いてあるのです。確かに、ゆうのうあーるの支援であれば、それ

に対応できる小規模事業者がどれだけいるのか、そういうところで売上をつな

げて、大手の通販から買う、あるいは県外のものが入ってくる、そのようになる

わけです。そのため、今後、コロナ後の世界というものをどういうふうにとらえ、

それにどう対応していくかということは、単にテレワークという以上の影響が

ここには、存在するということを行政として考えていただきたいと思います。 

 

（熊本労働局長） 

 何かすごい大きな話になりましたが、何か同じような意見でもいいですけれ

ども、どうでしょうか。熊本県経営者協会様。 

 

（熊本県経営者協会） 

 今のお話は、私も常々考えていたことでございますが、その中で県の方にお伺

いしたいのです。先ほどＵＩＪターンの部分に関してもご準備や活動している

というお話もお聞きしましたが、今、人の流れというか色々なことの反応が今、

どのようになっているか。数値でなくて、感覚的なところでも構いませんが、お

答えいただければと思います。それからコロナと地震もありました関係で、東京

の一極集中というものに対して、懸念を持たれている企業さんも出ているよう

に聞いております。 

 地方への一部移転、例えばパソナさんみたいな例もあるように聞いておりま

すが、熊本県も、熊本にどうぞ来てくださいというような形でのアクションを起

こしていると聞いていますが、そういう状況が分かりましたら教えていただき

たいと思います。 

 

（熊本県） 

 新聞報道でご覧になられたかと思いますが、例えばアステリアさんとか、そう

いう企業さんが地方に拠点を設けるという動きもあります。１つ、ものすごく模

範的な事例ですと、芦北町に元々学校だった廃校跡の計石小学校があります。こ

こには、大きな企業ではないのですが、東京のＩＴ企業さんを、企業が企業を呼

ぶような形で理想的なサテライトオフィスとして利用するように、今、県と町と

一緒になって、応援している事例もございます。確かに今、地方回帰の流れとい

うのは、特に企業誘致を担当しているセクションもありますが、そういうことで

はなく、このコロナ禍でも相当、立地件数は、去年も昨年を上回るぐらいの数に

なっていますので、そのような流れがあるというのは事実です。 

それから、ＵＩＪターンについても、サイトを作っていますが、雇用関係はい

ろいろな団体さんとかサイトが多くて、利用するときにどこを見ればいいのか、
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少し分かりにくいという話がある団体さんからあっています。そのため、ワンス

トップでいろいろな求人、求職情報をスマホあるいはパソコンで閲覧できるシ

ステムを関係機関と相談しながら取り組んでいる状況です。 

 それから、少し話がずれますが、ＩＴ人材というのが当然大事になってくると

考えていす。その拠点として、注目をしている１つが空港周辺でございます。 

熊本空港があと２年後、新しくなりますので、「ＵＸプロジェクト」というもの

を発表しました。これのキーになるは、特に医療とか熊本の強みの企業です。当

然ですが、デジタルトランスフォーメーション、また、コワーキング機能という

のも必要になってきますので、テレワークというのは非常に大きなポイントに

なります。 

 それから、もう一つが、７月豪雨水害で傷んだ人吉球磨地域でございます。こ

こは現在、募集中であります国の国家戦略特区のスーパーシティ構想を出すと

いうことですので、大きなＩＴ企業さんが関心を持たれており、スーパーシティ

構想は、いかに企業さんの関心を集めるかというのが非常にキーになります。現

在、人吉を中心に３月の公募を検討されておられるところですので、拠点として

は空港周辺と被災地の人吉球磨地域です。そのようなところで、ＩＴ人材が足り

ない企業さんに関心を持っていただけるような取組を進めたいと思っています。 

 

（熊本県経営者協会） 

ありがとうございます。それから追加でお伺いします。企業にお勤めの方で、

企業さんをこちらの方にということもあるかと思いますが、ある程度、技能を持

った方々あるいはフリーランスの方とかが、地方に対して興味を持っていると

いうお話もお聞きします。また、熊本県全体であるのかどうかわからないのです

が、空き家構想あるいはそのあたりの空き家対策が少し遅れているように感じ

ます。それで、そのあたりについても力を入れていただければと思います。 

 

（熊本労働局長） 

 ありがとうございました。おそらく、先ほどお話がありましたように、熊本は

テレワークも含めて、働き方改革が進んでおり、働きやすい県ですよということ

が口コミで伝わると、例えば関東圏から「じゃ、熊本に行ってみようか」「海も

あるし、山もあるし、食べ物もおいしいし」みたいな感じで進んでいく。それが

経済になってくると、人の動きは少ないが、物の動きは確かにあるというような

物流が出てきたりする。そうするとやはり結果として、物の支援であれば個人消

費が増加し経済が回るというようになるといいのかなと思います。 

いろんな雇用に関する地元回帰というところも、このコロナで少し動いてい

るところでございます。 
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 この３月の卒業者の就職の状況について事務局よりお話します。  

 

（熊本労働局） 

 今年の３月の県内新規高等学校の職業紹介状況につきましては、１２月末現

在の数値をご説明します。就職内定率は、全数が 89．4％となっておりまして、

県内希望者が 86．1％となっています。 

また、今年度につきましてはコロナの影響で選考開始が１カ月遅くなったり

とかもありますが、前年度と比較すると、選考会期日から２カ月半がたっていま

すので、前年度の１１月末現在の数値と比較すると、全数、県内希望数ともに就

職内定率については 1．0％上向いている状況です。 

 また、就職者の中で県外希望者、県外での就職を希望する方の割合も、昨年度

よりも高くなっているという状況です。 

 

（熊本労働局長） 

 ありがとうございます。このような試みがありますので、いずれコロナが収束

したときに、リバウンドしないようにということも、われわれの役割と思ってい

ます。たまたま、何かの機会で熊本に就職して、「やっぱり熊本の就職もありじ

ゃないですか」ということが、親御さんも含めて進んでいけば、そのように思う

方々が少しずつ増えていけばいいと思います。働き方改革を進めて、その結果と

してテレワークとかリモートワークとかオンライン業務が進むことによって、

熊本に来る人が増えればいいと思っています。 

 この協議会は働き方改革の協議会ですけれども、その結果として熊本県内の

企業の経営状態が良くなったりとか、県が活性化されたりとかということも、副

産物として頭に入れながら仕事を進めていけばいいと思っています。 

それで、今ご覧になっていただいている資料８をまず皆様と共有させていた

だいて、よく見ると情報提供などはほとんどの機関が行っています。こういった

点はうまく連携をして、どこの機関が実施しても同じ情報が提供される仕組み

がいいと思っております。さらに、資料の９として、労働局の方で考えました令

和３年度の連携の大まかな考え方ということで、さまざまな情報は労働局が取

りまとめることとします。 

 さまざまな助成金がありますよとか、こういう支援制度がありますよという

のは、労働局が取りまとめて資料にしていきますし、さまざまな周知啓発、リー

フレットなども労働局で作成して皆様方へ提供していきます。出来次第、周知活

動に入っていただければと思っています。また、さまざまな専門家が増えていた

ということも、いろいろな立場、立場でいろいろな専門家がいらっしゃいますの

で、先にもうしあげましたように、企業から相談があったときに、相談に応じ、
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相談内容の対応が得意ないくつかの機関同士が集まってチームを組んで対応で

きれば導入がスムーズにいくのではないかと思っています。その時は、皆様方と

おそらくリモートで話し合いをして決めていくことになると思っています。 

その場合には、労働局に協力していただきたいというふうに思っています。構

成員等の相互連携の様々な活動ですが、例えば、今日の話を聞いても、それぞれ

がそれぞれに事業計画があって進んでいますので、共催や連携できるところは

行った方が、私たちの活動も効率的に進んでいくし、周知を受ける企業の方々も

経営者協会も実施しているし、商工会議所も実施しているし、どれに行けばいい

のか迷うことがないように、労働局も間に入って、そこを束ねた形での周知活動

ができればいいと思っています。本日、答えを出すわけではありませんので、こ

のような考え方で令和３年度を進めていきたいと思っています。こういうこと

も取り入れたらいいのではという意見がございましたらお願いいたします。 

 いきなり言われても難しいかと思います。また、熊本県も、令和３年におよび

ましてさまざまな取組が期待されると思います。 

本日は、欠席の熊本市の方も参加を考えているところですので、行政は行政で

連携していきますので、皆様方の立場、立場で取り組んでいただき、少しでも生

産性向上あるいは働きやすさを高めるためのツールの一つとしてテレワーク或

いはリモートワークについて明確な選択肢としてご提示していただければあり

がたいと思います。 

 特に意見がないようですので、私が司会を務める意見交換の時間はこれで終

わりにしたいと思います。どうも貴重なご意見ありがとうございました。 

 

（事務局） 

 どうもありがとうございました。それでは、最後になりますけれども、労働局

長より一言お願いします。 

 

閉会挨拶 

（熊本労働局長） 

 本日はお忙しい中ありがとうございました。テレワークが、たまたまクローズ

アップされたこともあり、これを契機に加速してきているのはないかと思いま

す。また、九州総合通信局さんが熊本に所在するということもあり、熊本独自の

オリジナリティーとして十分に連携していただきたいなと思っています。 

テレワーク導入後の労務管理や健康管理等も含めて、フォローしていくような

協議会であればいいと思っております。引き続き、労働局と皆様方が、相互に協

力しながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日はどう

もありがとうございました。 


